
上 天 草 ・ 宇 城 水 道 企 業 団 共 同 研 究 等 実 施 要 綱  

令 和 6年 12月 4日 

告 示 第 9号  

(目 的 ) 

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 上 天 草 ・ 宇 城 水 道 企 業 団 用 水 供 給 事 業 に 関 す る 技 術 の 向

上 並 び に 土 地 等 の 有 効 活 用 を 目 的 と し て 、上 天 草・宇 城 水 道 企 業 団 (以 下 、「 企

業 団 」と い う 。)が 、国 、地 方 公 共 団 体 、大 学 等 公 的 研 究 機 関 、公 益 法 人 、民

間 企 業 そ の 他 団 体 等 (以 下 、 「 団 体 等 」 と い う 。 )か ら 水 道 技 術 等 の 新 技 術 開

発 に 係 る 調 査 、 研 究 及 び 試 験 等 (以 下 、 「 共 同 研 究 等 」 と い う 。 )の 提 案 を 受

け る た め に 必 要 な 事 項 に つ い て 定 め る 。  

 

(共 同 研 究 等 の 種 類 ) 

第 ２ 条  共 同 研 究 等 の 種 類 は 次 の 各 号 の と お り と す る 。  

(1) 共 同 研 究 と は 、企業 団 が 研 究 課 題 を 定 め て 共 同 研 究 等 を 募 集 し 、応 募 し

た 団 体 等 と 共 同 で 研 究 を 行 う も の を い う 。  

 (2) フ ィ ー ル ド 研 究 と は 、団 体 等 の 申 請 に よ り 企 業 団 の 用 地 や 施 設 等 を 使 用

し て 研 究 を 行 う も の を い う 。  

 

(共 同 研 究 等 の 実 施 要 件 ) 

第 ３ 条  共 同 研 究 等 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る い ず れ か の 内 容 に つ い て 実 施 す る こ

と が で き る 。  

 (1) 企 業 団 施 設 の 効 率 的 ・ 経 済 的 な 技 術 の 向 上 に 関 す る こ と 。  

(2) 企 業 団 の 事 業 活 動 に お け る 環 境 負 荷 の 軽 減 (リ サ イ ク ル 促 進 ・ 省 エ ネ ル

ギ ー 対 策 ・ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用 )等 に 関 す る こ と 。  

(3) 企 業 団 の 経 営 基 盤 強 化 に 関 す る こ と の 他 、業 務 の 改 善 や 効 率 化 に つ な が

る こ と 。  

(4) 設 置 に 係 る 作 業 を 含 め て 原 則 ３ 年 以 内 に 完 了 す る こ と 。但 し 、設 置 し た

構 築 物 等 を 利 用 し て 、当 初 の 提 案 と 異 な る 共 同 研 究 等 を 別 に 実 施 す る 場 合

に は 、第 8条 に よ り 既 に 締 結 し た 協 定 の 実 施 期 間 終 了 ま で に 第 7条 に よ り 決

定 を 受 け る こ と 。  

２  フ ィ ー ル ド 研 究 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 を 全 て 満 た す と き に 限 り 実 施 す

る こ と が で き る 。  

 (1) 企 業 団 の 用 地 や 施 設 等 を 使 用 す る こ と が 、企 業 団 の 事 業 に と っ て 有 効 と

考 え ら れ る こ と 。  

 (2) 研 究 の 内 容 が 公 益 性 を 有 す る こ と 。  

 (3) 研 究 が 企 業 団 の 業 務 並 び に 用 水 供 給 事 業 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が な い



こ と 。  

 (4) フ ィ ー ル ド 研 究 を 行 う 者 が 、 研 究 に 係 る 費 用 を 全 て 負 担 す る こ と 。  

(5) フ ィ ー ル ド 研 究 を 行 う 者 が 、研 究 を 行 う た め に 必 要 な 技 術 的 能 力 を 有 す

る こ と 。  

 

(提 案 資 格 ) 

第 ４ 条  共 同 研 究 等 の 提 案 を 行 う こ と が で き る 者 は 、 次 の 各 号 を す べ て 満 た す

者 と す る 。  

 (1) 企 業 団 と の 連 絡 調 整 や 打 合 せ に 適 切 に 対 応 で き る こ と 。  

 (2) 地 方 自 治 法 施 行 令 (昭 和 22年 政 令 第 16号 )第 167条 の 4の 規 定 に 該 当 し な

い 者 で あ る こ と 。   

(3) 提 案 時 点 に お い て 、上 天 草・宇 城 水 道 企 業 団 工 事 等 請 負・委 託 契 約 に 係

る 指 名 停 止 等 の 措 置 要 領 (令 和 4年 訓 令 第 2号 )に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て

い な い こ と 。   

(4) 会 社 更 生 法 (平 成 14年 法 律 第 154号 )に 基 づ く 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て 又 は

民 事 再 生 法 (平 成 11年 法 律 第 225号 )に 基 づ く 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ

れ て い な い 者 で あ る こ と (会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続 開 始 の 決 定 又 は 民

事 再 生 法 に 基 づ く 再 生 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 を 除 く 。 )。   

(5) 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 (平 成 3年 法 律 第 77号 )

第 2条 第  6 号 に 規 定 する 暴 力 団 員 が 役 員 又 は 代 表 者 と し て 、若 し く は 実 質

的 に 経 営 に 関 与 し て い る 団 体 、役 員 等 が 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止

等 に 関 す る 法 律 第 2条 第 2号 に 規 定 す る 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 (以 下 「 暴 力 団

等 」 と い う 。 )に 金 銭 的 な 援 助 を 行 っ て い る 団 体 、 そ の 他 暴 力 団 等 と 社 会

的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し て い る 団 体 で は な い こ と 。  

 

(事 務 の 取 り 扱 い ) 

第 ５ 条  共 同 研 究 に 関 す る 事 務 は 、 研 究 課 題 の 募 集 元 の 係 が 対 応 し 、 フ ィ ー ル

ド 研 究 に 関 す る 事 務 は 、 経 営 計 画 係 が 行 う 。  

 

(応 募 ・ 申 請 ) 

第 ６ 条  研 究 に 応 募 す る 者 、ま た は フ ィ ー ル ド 研 究 を 申 請 す る 者 (以 下 、「 応 募

者 等 」 と い う 。 )は 、 様 式 第 １ 号 を 作 成 し 、 企 業 団 へ 提 出 す る 。  

 

(決 定 ) 

第 ７ 条  応 募 さ れ た 共 同 研 究 、 ま た は 申 請 さ れ た フ ィ ー ル ド 研 究 は 、 上 天 草 ・

宇 城 水 道 企 業 団 共 同 研 究 等 審 議 会 (以 下 、 「 審 議 会 」 と い う 。 )で の 審 議 を 経



て 企 業 ⾧ が 決 定 し 、 そ の 結 果 は 様 式 第 ２ 号 に よ り 応 募 者 等 に 通 知 す る 。  

２  審 議 会 は 、 事 務 局 ⾧ 、 事 務 局 次 ⾧ 、 総 括 及 び 各 係 ⾧ を も っ て 組 織 す る 。  

３  会 ⾧ は 事 務 局 ⾧ を も っ て 充 て る 。  

４  会 ⾧ は 会 務 を 総 理 し 、 会 議 の 議 ⾧ と な る 。  

５  会 ⾧ に 事 故 が あ る と き は 、 事 務 局 次 ⾧ が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

６  審 議 に 当 た っ て は 必 要 に 応 じ 、 八 代 浄 水 場 の 運 転 管 理 を 実 施 す る 者 に 意 見

を 聴 取 す る こ と が で き る 。  

 

(協 定 の 締 結 ) 

第 ８ 条  共 同 研 究 等 を 行 う 者 は 、 共 同 研 究 等 の 実 施 前 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項

に つ い て 、 企 業 団 と 協 定 を 締 結 す る も の と す る 。  

 (1) 共 同 研 究 等 で 開 発 ・ 実 証 さ れ る 技 術 の 名 称 、 内 容 及 び 研 究 の 実 施 期 間  

 (2) 共 同 研 究 等 で 開 発 ・ 実 証 さ れ る 技 術 に 係 る 権 利 等 の 取 り 扱 い  

 (3) 共 同 研 究 等 の 成 果 の 取 り 扱 い  

 (4) 共 同 研 究 等 の 中 止 に 係 る 事 項  

 (5) 共 同 研 究 等 の 実 施 に あ た っ て 取 得 し た 秘 密 の 保 持  

 (6) 共 同 研 究 等 の 実 施 に あ た っ て 生 じ た 損 害 へ の 対 応  

 (7) 施 設 等 の 使 用 料 の 取 り 扱 い  

 (8) そ の 他 研 究 に 関 し て 必 要 な 事 項  

 

(結 果 の 報 告 ) 

第 ９ 条  共 同 研 究 等 を 行 う 者 は 、 研 究 結 果 報 告 書 を 企 業 団 に 提 出 し 、 報 告 会 で

説 明 を 行 う も の と す る 。  

 

(適 用 除 外 ) 

第 10条  共 同 研 究 等 を行 う 者 が 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し 、研 究 内 容 が 公

益 性 を 有 す る 場 合 に 限 り 、 審 議 会 の 審 議 を 経 て 、 こ の 要 綱 の 全 部 ま た は 一 部

を 適 用 し な い こ と が で き る 。  

(1) 国 、 地 方 公 共 団 体 、 独 立 行 政 法 人 の 場 合  

(2) 大 学 等 公 的 研 究 機 関 、 公 益 法 人 等 の 公 益 的 団 体 の 場 合  

(3) 前 各 号 が 参 画 す る グ ル ー プ が 実 施 す る 場 合  

(4) そ の 他 、 特 別 な 事 情 が あ る 場 合  

 

(中 止 ) 

第 11条  企 業 団 は 、業 務 支 障 が 生 じ 若 し く は 生 じ る お そ れ が あ る と き 、又 は 災

害 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 が 生 じ た 場 合 に 研 究 を 行 う 者 等 と 協 議 し 、 当 該 研



究 を 中 止 す る こ と が で き る 。  

 

(細 則 ) 

第 12条  こ の 要 綱 に 定 め の な い 事 項 は 審 議 会 に お い て 審 議 を 行 い 、 決 定 す る 。 

 

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る   



様 式 第 １ 号 (第 ６ 条 関 係 ) 

年   月   日  

 

 上 天 草 ・ 宇 城 水 道 企 業 団  企 業 ⾧  様  

 

 

住 所              

商 号 又 は 名 称               

代 表 者 名              

 

  下 記 の 研 究 に つ い て 、 共 同  ・  フ ィ ー ル ド  研 究 企 画 書 を 提 出 し ま す 。  

 

記  

 

１  共 同  ・  フ ィ ー ル ド  研 究 名    「          」  

２  実 施 期 間       年   月   日 ま で  

 

 

担 当 部 課 ：               

担 当 者 名 ：               

電 話 番 号 ：               

メ ー ル ア ド レ ス ：      @     

  



 

(共 同 ・ フ ィ ー ル ド )研 究 提 案 書  

提 案 日 ：     年    月    日  

１  提 案 者  

団 体 名   

所 在 地   

担 当 部 署 名   

担 当 者 氏 名   

電 話 番 号 等  TEL：  FAX：  

メ ー ル ア ド レ

ス  

@ 

 

２  提 案 の 対 象 と な る 事 項  

□  企 業 団 が 募 集 し て い る 技 術 研 究  □  業 務 の 改 善  

□  新 し い 技 術 の 活 用  □  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 活 用  

□  情 報 技 術 の 活 用  □  浄 水 発 生 土 等 の 有 効 活 用  

□  そ の 他 (                           ) 

 

３  提 案 内 容  

テ ー マ   

添 付 資 料  無  ・  有 (   枚 ) ※ 様 式 を 除 い た 枚 数 を 記 入  

利 用 場 所 等   

提 案 理 由   

目 的 及 び 効 果   



具 体 的 な  

実 施 内 容  

 

実 現 性   

成 果 の  

活 用 方 法  

 

研 究 の 費 用  

及 び 分 担  

 

全 体 計 画  

 

 

年 度  年 度  年 度  年 度  

研
究
内
容 

又
は 

フ
ỻ
ổ
ル
ド
提
供 

   

   

   

   

   

   

 

  



様 式 第 ２ 号 (第 ７ 条 関 係 ) 

上 天 宇 企 第  号  

年   月   日  

        御 中  

 

  上 天 草 ・ 宇 城 水 道 企 業 団     

企 業 ⾧            

 

   (共 同  ・  フ ィ ー ル ド )研 究 の 提 案 に つ い て (通 知 ) 

 

  月  日 に 提 案 の あ っ た (共 同 ・ フ ィ ー ル ド )研 究 に つ き ま し て 、 審 議 の 結 果

を 通 知 し ま す 。  

 

提 案 を 受 け 入 れ ま す  ・  提 案 は 受 け 入 れ ら れ ま せ ん 。  

 

( 受 け 入 れ の 条 件  ・  事 由 【 受 け 入 れ ら れ な い 場 合 に 限 る 】 ) 

 

 

 


